
   美里町文化会館条例の一部を改正する条例（案）  
 美里町文化会館条例（平成１９年美里町条例第３５号）の一部を次のように改

正する。  
 第５条第１項各号を次のように改める。  
（１）月曜日（月曜日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定する国民の祝日（以下「祝日」という。）に当たるときは、翌日以後

においてその日に最も近い祝日でない日）  
（２）１２月２９日から翌年１月３日まで  
第５条第３項中「前２項にかかわらず臨時に」を「前２項の規定にかかわらず」

に改める。  
第６条中「（以下「使用者」という。）」を削り、同条に次の１項を加える。  

２ 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことがで

きる。使用の変更についても、また同様とする。  
（１）公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。  
（２）施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。  
（３）文化会館の設置目的に反し、又は管理上不適当と認めるとき。  
（４）災害その他の事故により文化会館が使用できないとき。  
（５）工事その他の都合により町長が特に必要と認めるとき。  
第８条を削る。  
第７条の見出しを「（使用許可の取消し等）」に改め、同条第１項中「次のいずれ

かに該当する場合は」を「次の各号のいずれかに該当するときは」に改め、同項各

号を次のように改める。  
（１）第６条第２項各号のいずれかに該当するに至ったとき。  
（２）前条の規定に違反したとき  
（３）使用許可の申請に偽りの記載があったとき。  
（４）使用許可の条件又は町長の指示に違反したとき。  
第７条第２項中「生じても、」の次に「町長は」を加え、同条を第８条とする。 

 第６条の次に次の１条を加える。  
（使用者の遵守事項）  

第７条 文化会館を使用する者（以下「使用者」という。）は、次に掲げる事項を

遵守しなければならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けた場合は、こ

の限りでない。  
（１）使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。  
（２）施設又は設備の原状を変更しないこと。  
（３）使用目的以外に使用しないこと。  



（４）前３号に掲げるもののほか、町長が定めること。  
第９条第１項中「使用の許可を受けた者」を「使用者」に改め、同条第２項中の

ただし書を削る。  
第１０条から第１２条までを次のように改める。  
（使用料の減免）  

第１０条 町長は、文化会館の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使

用料を減額し、又は免除することができる。ただし、附帯設備等の使用料は除

く。  
（１）町が主催するとき。  
（２）町内の保育所等、幼稚園、小学校又は中学校が教育目的で使用するとき。  
（３）町が共催するとき。  
（４）町以外の官公署が行政目的で使用するとき。  
（５）指定管理者又は管理運営団体が当該施設を行政目的で使用するとき。  
（６）前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。  
（使用料の返還）  

第１１条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれか

に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。  
（１）使用者が自己の責めによらない事由で使用できなくなったとき。  
（２）使用者が使用開始２月前（大ホール以外にあっては１０日前）までに使用

の中止を申し出たとき。  
（３）その他町長が特に事情があると認めるとき。  
（原状回復の義務）  

第１２条 使用者は、文化会館の使用を終了したとき、又は第７条第１項の規定

により使用許可の取消し等を受けたときは、備品等を整理の上、原状に回復し、

引き渡さなければならない。  
 第１３条の見出しを「（損傷の届出等）」に改め、同条第１項中「亡失させた」を

「亡失した」に、「館長」を「町長」に改め、同条第２項を次のように改める。  
２ 使用者は、故意又は過失により、施設若しくは設備等を損傷し、又は亡失し

たときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情が

あると認めるときは、その賠償の額を減額することができる。  
 第１４条を次のように改める。  
（管理上の指示）  
第１４条 町長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、その職員に使用

を許可した施設に立ち入り、必要な指示をさせることができる。  
 第１６条第１項第１号中「利用」を「使用」に改め、同項第２号「公演事業」を



「事業に関する業務」に改め、同条第２項中「第５条から第７条、第９条及び第１

２条中」を「第５条第３項、第６条、第８条、第９条第２項、第１３条第１項及び

第１４条中」に改める。  
 第１７条第１項中「第９条」を「第９条第１項」に改め、同条第４項を次のよう

に改める。  
４ 指定管理者が既に収受した利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、

規則で定める場合は、その全部又は一部を返還することができる。  
第１７条第５項中「あらかじめ町長の承認を得た基準に従い」「規則で定める場

合は」を「規則で定める場合は」に改め、同条に次の１項を加える。  
６ 前項の規定により利用料金の全部又は一部を免除した場合の経費は、指定管

理者の負担とする。  
 第１８条中「この条例及びこの条例に基づく」を「この条例及びこれに基づく」

に改め、「適正に」を削る。  
 別表（１）各室使用料の表及び（２）設備器具等使用料の表を次のように改め

る。  
 （１）各室使用料  

施設名  区分  単位  
午前９時から午後５

時まで  
午後５時から午後９

時まで  
大ホール  平日  １時間  ２，７００円 ４，３２０円

土曜日  
日曜日  
祝日  

１時間  ３，７８０円 ５，４００円

練習室  第１練習室  １時間  ２７０円 ２７０円

第２練習室  １時間  ２７０円 ２７０円

楽屋  第１楽屋  １時間  ２７０円 ２７０円

第２楽屋  １時間  ２７０円 ２７０円

第３楽屋  １時間  ２７０円 ２７０円

 （２）設備器具等使用料  
区分  使用料（１時間当たりの額）  

照明設備器具  １点につき８１０円以内で規則で定める額  
音響設備器具  １点につき５４０円以内で規則で定める額  
舞台設備器具  １点につき１，０８０円以内で規則で定める額  
楽器  １点につき１，０００円以内で規則で定める額  
その他設備器具  １点につき６７０円以内で規則で定める額  



冷暖房料  １時間につき８，６４０円以内で規則で定める額  
清掃料  １回につき１４，０４０円以内で規則で定める額  
 別表備考第２項を次のように改める。  
２ 入場料を徴収し、又はこれに類する入場券等を発行して大ホールを利用する

場合の使用料は、大ホール使用料に次表の左欄に掲げる入場料の額に応じて同

表の右欄に掲げる率を乗じた額とする。  
入場料の額  率  

３００円を超え５００円以下  １．２  
５００円を超え１ ,０００円以下  １．５  
１ ,０００円を超え３ ,０００円以下  ２．０  
３ ,０００円を超える額  ２．５  

 別表備考第３項中「準備」を「事業開催日以外で準備」に改め、ただし書を削  
る。  
 別表備考第４項中「毎週」を削る。  
   附 則  
 （施行期日）  
１ この条例は、平成２８年１０月１日から施行する。  
（美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正）  
２ 美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成

１８年美里町条例第４４号）の一部を次のように改正する。  
  別表文会館運営審議会の部を削る。  
 （経過措置）  
３ 改正後の美里町文化会館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係

る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の

例による。  
 
  


